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事業場排水監視に係る基準超過事例について（ ２０２３年度）

はじめに

本県では、 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全

特別措置法に基づき、 特定施設（ 指定地域特定施設

を含む） を設置し ている 工場又は事業場（ 以下、

「 事業場」と いう ）の排水監視を実施している。２０２３

年度の特定事業場排水監視計画に基づいて当セン

タ ーに搬入さ れた検体の測定結果について報告す

る。

方法

「 環境庁告示第６４号」 に規定された方法で測定を

行った。 日平均排水量５０㎥未満の事業場については

pHを、５０㎥以上の事業場については一般項目（ pH、

BOD（ 海域湖沼以外の公共用水域に排出する 事業

場） 、 COD、 SS） を必ず測定。 その他項目につい

ては、 事業場ごと に異なる。

結果

実施件数は１９３件（ １１３０成分） 、 う ち基準超過数

は１１件（ １３成分） であった。 地区ごと の測定結果に

ついては表１、 基準超過の詳細については表２のと お

り である。

基準について、 一律排水基準と は国が定める全国

一律の基準、 上乗せ排水基準と は、 一律排水基準だ

けでは水質汚濁の防止が不十分な地域において、 都

道府県が条例によって定める よ り 厳し い基準であ

る。

１ 東部地区

２７事業場２９件の事業場排水について測定を行い、

２件で基準超過であった。 特定施設の内訳は洗たく

業１件（ pH） 、 し尿処理施設１件（ pH） 。

２ 国東地区

４事業場６件の事業場排水について測定を行い、 す

べて基準未満であった。

３ 中部地区

１３事業場１５件の事業場排水について測定を行い、

水産食料品製造業１件（ SS、 燐含有量） で基準超過

であった。

４ 由布地区

２０事業場２２件の事業場排水について測定を行い、

すべて基準未満であった。

５ 南部地区

１１事業場１４件の事業場排水について測定を行い、

すべて基準未満であった。

６ 豊肥地区

２６事業場３２件の事業場排水について測定を行い、

２件で規準超過であった。 特定施設の内訳は指定地

域特定施設１件（ pH） 、 畜産農業１件（ pH） 。

７ 西部地区

３７事業場３９件の事業場排水について測定を行い、

４件で基準超過であった。 特定施設の内訳は旅館業３

件（ いずれも pH） 、 飲食店１件（ BOD、 窒素含有量

） 。

８ 北部地区

２５事業場３０件の事業場排水について測定を行い２

件で基準超過であった。 特定施設の内訳は畜産農業

１件（ COD） 、 し尿処理施設１件（ pH） 。

９ 高田地区

６事業場６件の事業場排水について測定を行い、 す

べて基準未満であった。
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表１
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表２
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